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受
付
番
号 

受
付
月
日 

東郷町議会議長 殿 

東郷町議会議員 

㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項につい

て質問（一問一答方式・一括質問方式）したいので通告します。  

 記 

（注）要旨は、具体的に記載すること。  

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 

№ 3 － 1 

議席番号 番 氏 名 
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１ 平和都市宣言

について 

 

 

２ シェアリング

エコノミーへの

取り組みについ

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  6月議会で採択された平和都市宣言後の

町としての啓発活動及び教育現場における

具体的展開策について問う。 

 

(1)  自治体の課題と対応すると考えられる、

行政サービスジャンルでのシェアリングサ

ービスについて 

ア 一般的に行政シェアリングサービスとし

て挙げられることが多い①雇用創出、②男

女共同参画、③社会福祉、④公共交通、⑤

観光振興、⑥公的不動産活用、⑦民間資産

活用、⑧教育、⑨農林水産、⑩災害対策等

のそれぞれに関する現状と今後予定のサー

ビスに関して伺う。 

イ 特にセントラル地区の大型商業施設開業

を控え、雇用創出における若者や女性に向

けた地域での新な仕事づくりや、男女共同

参画での女性が働きやすい環境づくりは目

前に迫った喫緊の課題と考えるが、町とし

て何かしらシェアリングサービスを策定し

取り組む、あるいは今後強化推進する具体

策はあるか。 

 

(2)  前述、行政サービスである社会福祉、公

共交通にも関連するデマンド交通ついて 

ア 令和元年度第１回東郷町地域公共交通会

議議事録によると、町として今後デマンド

(型)交通の実証実験を行い、実証実験後に

その導入の可能性、適否について検討し、

デマンド(型)交通が適していると判断され

た場合は、デマンド(型)交通を導入する。」

とあるが、その具体的な適否の判断基準と
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午前・午後   １０時９分 
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 無会派 



 

 （注）要旨は、具体的に記載すること。  

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 

№ 3 － 2 4番 氏名 山 下 茂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 認知症の啓発

活動について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その設定理由を伺う。 

イ 同じく、並行して検討されているデマン

ドタクシーについての住民への検証の進捗

状況に関して伺う。 

ウ 全国的には Japan Taxi、Uber、滴滴な 

どのライドシェアリングが浸透し始めてい

るが、令和元年度第１回東郷町地域公共交

通会議において事務局からは「デマンド型

交通を考える上では、無理をして AI等の

システムを使うつもりはなく、本町に合う

形を探すことが今年度の目標」とコメント

されているが、会の冒頭、町長から「今後

の人口・経済・嗜好やイノベーションの動

向を深く推測し、この地域住民の利便性向

上のために、検討を賜りたい。」とのコメン

トがあったが、なぜ AIや IOTを活用した

システムを採用するつもりがないのか、そ

の理由を伺う。 

  エ 同じく、事務局のコメントによると「今

年度のタウンミーティングのテーマが公共

交通」とのことだが、具体的にその実施内

容と目的、及びその後の目指すアウトカム

に関して伺う。 

 

(3)  シェアリングシティ宣言に向けて 

ア 町として来年度の町制 50周年を機に 

に、シェアリングシティの仲間入りを目指 

す考えはあるか。 

 

(1) 世界アルツハイマーデーに関して 

ア 世界的には毎年 9月 21日を世界アルツ 

 ハイマーデー、9月を啓発月間と定め様々 

 な啓発活動が展開されている一方で、町と 

 て今年度の活動予定はないように思われる 

   が、来年に向けて新たに取り組む予定のプ 

   ラン等はあるか伺う。 

イ 認知症そのものの啓発や、最先端の予防 

や治療、共生のあり方等に関する講演会

実施やシンポジウム、ラボメーカーと協

力した軽度認知障害の早期診断に極めて

有効なMCIスクリーニングテストの認知

向上を目指すことは認知症対策に有効と

考えるが、 

来年度に予算計上を行う考えはあるか。 
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 （注）要旨は、具体的に記載すること。  
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4 いきいき健康

マイレージにつ

いて 

(2) 令和 2年 2月に、在宅医療・介護連携推 

進部会として認知症の啓発活動を行うと伺

っているが、幅広くアナウンスメントする

やり方のアイデアはあるか。 

ア 従前の案内活動だけだとお馴染みの一部 

の意識高い町民のみが参加され、本来来て 

欲しいターゲティング層 (独居者や聴覚障 

がい者、糖尿病患者等の認知症予備軍ハイ 

リスク群の高齢者)の参画は低いのではと危 

惧されるが、そうならない為の有効な方策 

は検討されているか。 

 

(1) 「いきいき健康マイレージ」の実効効性に 

ついて 

  ア この制度は本来、普段なかなか社会活動 

に参加されない方にこそ参加して欲しいは 

ずだが、その実効性を疑問視する声が上が 

っている。現時点で参画している町民の背 

景や現状をどの程度把握しているか伺う。 

  イ 来年の 2月末日までの猶予期間はあるも 

のの、より望ましいアウトカムを得るため 

にも一度中間検証を行い、問題や改善すべ 

き課題があれば修正すべきと考えるが、町 

としてそのような考えはあるか。 
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